
四街道市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

四街道市介護保険条例（平成１２年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条第１項各号列記以外の部分中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成

２４年度から平成２６年度まで」に改め、同項第５号から第７号までを次のように改める。 

 ⑸ 次のいずれかに該当する者 ４１，５００円 

  ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合 

   計所得金額（以下「合計所得金額」という。）が１，２５０，０００円未満である 

   者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要 

   保護者をいう。以下同じ。）であって、その者が課される保険料額についてこの号 

   の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令第 

   ３９条第第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第７号イ又は第８号 

   イに該当する者を除く。） 

 ⑹ 次のいずれかに該当する者 ４８，０００円 

  ア 合計所得金額が１，２５０，０００円以上１，９００，０００円未満である者で 

   あり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を 

   適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令第３９条第１項第１号 

   イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ又は第８号イに該当する者を除く。） 

 ⑺ 次のいずれかに該当する者 ５７，６００円 

  ア 合計所得金額が１，９００，０００円以上４，０００，０００円未満である者で 

   あり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を 

   適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令第３９条第１項第１号 

   イ（⑴に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

第４条第１項に次の２号を加える。 

 ⑻ 次のいずれかに該当する者 ６３，４００円 

  ア 合計所得金額が４，０００，０００円以上６，０００，０００円未満である者で 

   あり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を 

   適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令第３９条第１項第１号 

   イ（⑴に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

⑼ 前各号のいずれにも該当しない者 ６７，２００円 

第４条第２項及び第３項を削る。 



 第９条第１項中「応じ」の次に「、当該金額が２，０００円以上（１，０００円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）であるときは」を加える。 

第１４条中「（昭和２５年法律第２２６号）」を削る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の四街道市介護保険条例（以下「新条例」という。）第４条の規定は、平成  

２４年度以後の年度分の保険料について適用し、平成２３年度以前の年度分の保険料に 

ついては、なお従前の例による。 

 （平成２４年度から平成２６年度までにおける保険料率の特例） 

３ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。次項において「政令」という。）附 

則第１６条第１項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用する場合を含む。） 

に規定する第１号被保険者の平成２４年度から平成２６年度までの保険料率は、新条例 

第４条第３号の規定にかかわらず、２３，０００円とする。 

４ 政令附則第１７条第１項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用する場合を 

 含む。）に規定する第１号被保険者の平成２４年度から平成２６年度までの保険料率は、 

 新条例第４条第４号の規定にかかわらず、３１，９００円とする。 


